
平成30年３月教育委員会定例会議 議事録

開会日時 平成30年３月29日（木） 午後３時

閉会日時 平成30年３月29日（木） 午後３時26分

場 所 岡崎市役所東庁舎２階大会議室

出 席 者 教育長 髙橋 淳

教育委員 土屋 武志 小出 義信 岡田 京子 福應 謙一

説明のため出席した職員

小田教育部長 伊豫田教育監

鈴木教育部次長兼施設課長 神尾総務課長 児玉学校指導課長 宮本総務課副課長

荻野社会教育課副課長 中村スポーツ振興課長 山田スポーツ振興課副課長

小早川財務部次長兼行政経営課長 木和田行政経営課副課長

議事録指定職員

保田総務課総務企画係係長 岩月総務課主任主査

日程

日程第１ その他

岡崎市スポーツ推進委員の辞任の承認について

日程第２ 報告第１号

訴えの提起に関する専決処分について

日程第３ 報告第２号

訴えの提起に関する専決処分について

日程第４ 第５号議案

岡崎市スポーツ施設条例施行規則の制定について

日程第５ 第６号議案

岡崎市指定文化財の追加指定について(松平広忠公御廟所(附：灯籠２基))

日程第６ 第７号議案

岡崎市立小中学校の通学区域を定める規程の一部改正について

日程第７ 第８号議案

岡崎市少年自然の家管理規則の一部改正について

日程第８ 第９号議案

岡崎市教育委員会の所管に係る岡崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関

する条例施行規則の制定について

日程第９ 第10号議案

校長の人事異動の内申について

日程第10 第11号議案

教育委員会事務局及び教育機関職員の定期人事異動について



（議題等及び議事の要旨）

髙橋教育長 議事に入る前に、日程第９、第10号議案「校長の人事異動の内

申について」及び日程第10、第11号議案「教育委員会事務局及

び教育機関職員の定期人事異動について」は教育委員会会議規

則第８条第１項の規定による、人事に関する案件に該当するこ

とから、秘密会として審議することを発議し賛成委員の挙手を

求める。

挙手（全員）

髙橋教育長 秘密会として審議することを決定

■日程第１ その他

岡崎市スポーツ推進委員の辞任の承認について

スポーツ振興課長 議案書等により説明

髙橋教育長 質疑を許可

（質疑なし）

■日程第２ 報告第１号 ■日程第３ 報告第２号 （一括議題）

訴えの提起に関する専決処分について

総務課長 議案書等により説明

髙橋教育長 質疑を許可

（質疑なし）

■日程第４ 第５号議案

岡崎市スポーツ施設条例施行規則の制定について

スポーツ振興課長 議案書等により説明

髙橋教育長 質疑を許可

（質疑なし）

髙橋教育長 第５号議案「岡崎市スポーツ施設条例施行規則の制定について」

の採決（挙手を求める）

挙手（全員）

髙橋教育長 原案のとおり可決することを宣言

■日程第５ 第６号議案

岡崎市指定文化財の追加指定について(松平広忠公御廟所(附：灯籠２基))

社会教育課副課長 議案書等により説明

髙橋教育長 質疑を許可

（質疑なし）

髙橋教育長 第６号議案「岡崎市指定文化財の追加指定について(松平広忠公

御廟所(附：灯籠２基))」の採決（挙手を求める）

挙手（全員）

髙橋教育長 原案のとおり可決することを宣言



■日程第６ 第７号議案

岡崎市立小中学校の通学区域を定める規程の一部改正について

学校指導課長 議案書等により説明

髙橋教育長 質疑を許可

（質疑なし）

髙橋教育長 第７号議案「岡崎市立小中学校の通学区域を定める規程の一部

改正について」の採決（挙手を求める）

挙手（全員）

髙橋教育長 原案のとおり可決することを宣言

■日程第７ 第８号議案

岡崎市少年自然の家管理規則の一部改正について

学校指導課長 議案書等により説明

髙橋教育長 質疑を許可

土屋委員 許可と承認の違いはどういったところか。

児玉学校指導課長 許可は、駄目であることを認めるということだが、承認にする

ことで、利用ができることを前提として認めるということとな

る。

土屋委員 施設の利用ができることが前提とされているということか。

児玉学校指導課長 そうである。

髙橋教育長 第８号議案「岡崎市少年自然の家管理規則の一部改正について」

の採決（挙手を求める）

挙手（全員）

髙橋教育長 原案のとおり可決することを宣言

■日程第８ 第９号議案

岡崎市教育委員会の所管に係る岡崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

施行規則の制定について

総務課長 議案書等により説明

髙橋教育長 質疑を許可

（質疑なし）

髙橋教育長 第９号議案「岡崎市教育委員会公の施設に係る指定管理者の指

定の手続等に関する条例施行規則の制定について」の採決（挙

手を求める）

挙手（全員）

髙橋教育長 原案のとおり可決することを宣言

■日程第９ 第10号議案

校長の人事異動の内申について

（秘密会）

■日程第10 第11号議案



教育委員会事務局及び教育機関職員の定期人事異動について

（秘密会）

岡崎市教育委員会会議規則第 14条第２項の規定により、ここに署名する。

平成 30年４月 26日

教育委員会教育長 髙橋 淳

教育長職務代理者 土屋 武志


